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令和７年２月 14 日
第　　  571 　　号

○林業種苗法に基づく生産事業者の登録事項の変更の届出（林業振興課）……………９

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （生活衛生課）……………９

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （生活衛生課）……………９

○意見募集の結果の公示 （介護保険課）……………９

○意見募集の結果の公示 （介護保険課）……………10

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （建築指導課）……………10

○都市計画事業の施行 （公園街路課）……………10

選挙管理委員会

○福岡県知事選挙の執行に係る選挙人名簿の登録について

（行財政支援課）……………10

公安委員会

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………11

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………12

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………15

再　　　掲

○令和７年度福岡県職員採用（Ⅱ類・Ⅲ類・民間企業等職務経験者）

　試験の施行 （人事委員会事務局任用課）……………17

○令和７年度福岡県職員採用選考試験（前期）の実施

（人事委員会事務局任用課）……………20

○令和７年度福岡県職員（労務職員）採用選考試験の実施

（人事委員会事務局任用課）……………23

　福岡県告示第78号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成21年３月福岡県告

示第545号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用

する同条第４項の規定により公示する。

　　令和７年２月14日

告　　　示

目　　　次
告　　　示（第78号−第88号）

○土砂災害警戒区域の指定の解除 （砂　防　課）……………１

○土砂災害特別警戒区域の指定の解除 （砂　防　課）……………２

○土砂災害警戒区域の指定の解除 （砂　防　課）……………２

○土砂災害特別警戒区域の指定の解除 （砂　防　課）……………２

○土砂災害警戒区域の指定 （砂　防　課）……………２

○土砂災害特別警戒区域の指定 （砂　防　課）……………３

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定　（環境保全課）……………３

○情報通信の技術を利用して行う知事の所管する行政手続等

（情報政策課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………５

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 （下 水 道 課）……………５

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 （公園街路課）……………５

公　　　告

○建築基準法に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の認定

（建築指導課）……………６

○県営土地改良事業の工事の完了 （農村森林整備課）……………６

○土地収用法に基づく土地の立入りの許可 （用　地　課）……………６

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………７

○落札者等の公示 （総務事務厚生課）……………７

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………８

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………８
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する同条第４項の規定により公示する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因となる
自然現象の種類

堀−１ 糸島市二丈福井（別紙図面３に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

大佛⒜ 糸島市二丈一貴山（別紙図面４に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

　備考　別紙図面３及び４は省略し、その図面を糸島市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第81号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成22年３月福岡

県告示第599号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において

準用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物に
作用すると想定される衝
撃に関する事項

堀−１ 糸島市二丈福井（別紙図面
３に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面３に記載する表

のとおり

大佛⒜ 糸島市二丈一貴山（別紙図
面４に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面４に記載する表

のとおり

　備考　別紙図面３及び４は省略し、その図面を糸島市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第82号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因となる
自然現象の種類

雷山⒣ 糸島市雷山（別紙図面１に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

犬石⑴ 糸島市神在（別紙図面２に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

　備考　別紙図面１及び２は省略し、その図面を糸島市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第79号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成26年３月福岡

県告示第261号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において

準用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物に
作用すると想定される衝
撃に関する事項

雷山⒣ 糸島市雷山（別紙図面１
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面１に記載する表

のとおり

犬石⑴ 糸島市神在（別紙図面２
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面２に記載する表

のとおり

　備考　別紙図面１及び２は省略し、その図面を糸島市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第80号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成22年３月福岡県告

示第598号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用
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大佛−１ 糸島市二丈一貴山（別紙図
面４に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面４に記載する表

のとおり

　備考　別紙図面１から４までは省略し、その図面は糸島市役所に備え置いて縦覧に供

する。

　福岡県告示第84号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　京都郡苅田町新松山二丁目１番

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　砒
ひ

素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　砒
ひ

素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

４　規則第58条第５項第10号から第13号までの該当性

　　規則第58条第５項第11号（埋立地特例区域）に該当

　福岡県告示第85号

　知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成16年福岡

県規則第25号）第３条の規定に基づき、次のように情報通信の技術を利用して行う手続

等の根拠となる法令又は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続を公

示する。

　　令和７年２月14日

57号）第７条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因となる
自然現象の種類

雷山−１ 糸島市雷山（別紙図面１に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

犬石−１ 糸島市神在（別紙図面２に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

堀−１ 糸島市二丈福井（別紙図面３に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

大佛−１ 糸島市二丈一貴山（別紙図面４に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

　備考　別紙図面１から４までは省略し、その図面を糸島市役所に備え置いて縦覧に供

する。

　福岡県告示第83号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物に
作用すると想定される衝
撃に関する事項

雷山−１ 糸島市雷山（別紙図面１に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面１に記載する表

のとおり

犬石−１ 糸島市神在（別紙図面２に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面２に記載する表

のとおり

堀−１ 糸島市二丈福井（別紙図面
３に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面３に記載する表

のとおり
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水産業協同組合法（昭和23年
法律第242号）

第69条第２項
、第100条第
５項

令和７年４月１日 水産加工業協同組合連合
会の合併の認可の申請

水産業協同組合法（昭和23年
法律第242号）

第63条第１項
、第105条第
４項

令和７年４月１日 共済水産業協同組合連合
会の設立の認可の申請

水産業協同組合法（昭和23年
法律第242号）

第69条第２項
、第105条第
５項

令和７年４月１日 共済水産業協同組合連合
会の合併の認可の申請

漁業法（昭和24年法律第267
号） 第57条第１項 令和７年４月１日 漁業の許可の申請

２　情報通信の技術を利用して行う手続等のうち電子署名を要しない申請等の根拠とな

る法令又は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続

手続等の根拠となる法令又は
条例等の名称 条項 使用の開始日 対象手続

高齢者の居住の安定確保に関
する法律（平成13年法律第26
号）

第６条第１項 令和７年２月15日
サービス付き高齢者向け
住宅事業の登録（更新）
の申請

マンションの管理の適正化の
推進に関する法律（平成12年
法律第149号）

第５条の３第
１項 令和７年２月15日 マンション管理計画の認

定の申請

マンションの管理の適正化の
推進に関する法律（平成12年
法律第149号）

第５条の３第
１項、第５条
の６第２項

令和７年２月15日 マンション管理計画の認
定の更新の申請

マンションの管理の適正化の
推進に関する法律（平成12年
法律第149号）

第５条の７第
１項 令和７年２月15日 マンション管理計画の変

更の認定の申請

医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に
関する法律（昭和35年法律第
145号）

第32条 令和７年４月１日 配置従事の届出

薬事法の一部を改正する法律
（平成18年法律第69号）第１
条の規定による改正前の薬事
法

第32条 令和７年４月１日 配置従事の届出

漁業経営の改善及び再建整備
に関する特別措置法（昭和51
年法律第43号）

第４条第１項 令和７年４月１日 改善計画の認定の申請

漁業経営の改善及び再建整備
に関する特別措置法施行令（
昭和51年政令第132号）

第３条第１項 令和７年４月１日 改善計画の変更の認定の
申請

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　情報通信の技術を利用して行う手続等のうち電子署名を要する申請等の根拠となる

法令又は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続

手続等の根拠となる法令又は
条例等の名称 条項 使用の開始日 対象手続

福岡県補助金等交付規則（昭
和33年福岡県規則第５号）

第５条第１項
第１号 令和７年４月１日

技術系企業PR動画作成支
援補助金の申請内容の変
更の承認の申請

福岡県補助金等交付規則（昭
和33年福岡県規則第５号）

第５条第１項
第３号 令和７年４月１日

技術系企業PR動画作成支
援補助金の中止（廃止）
の申請

福岡県補助金等交付規則（昭
和33年福岡県規則第５号） 第13条 令和７年４月１日 技術系企業PR動画作成支

援補助金の実績報告

福岡県補助金等交付規則（昭
和33年福岡県規則第５号） 第20条 令和７年４月１日

技術系企業PR動画作成支
援補助金の取得財産等処
分承認申請

住宅確保要配慮者に対する賃
貸住宅の供給の促進に関する
法律（平成19年法律第112号
）

第40条 令和７年２月15日 住宅確保要配慮者居住支
援法人に係る指定の申請

水産業協同組合法（昭和23年
法律第242号） 第63条第１項 令和７年４月１日 漁業協同組合の設立の認

可の申請
水産業協同組合法（昭和23年
法律第242号） 第69条第２項 令和７年４月１日 漁業協同組合の合併の認

可の申請
水産業協同組合法（昭和23年
法律第242号）

第85条の２第
４項 令和７年４月１日 漁業生産組合の成立の届

出

水産業協同組合法（昭和23年
法律第242号）

第63条第１項
、第92条第４
項

令和７年４月１日 漁業協同組合連合会の設
立の認可の申請

水産業協同組合法（昭和23年
法律第242号）

第69条第２項
、第92条第５
項

令和７年４月１日 漁業協同組合連合会の合
併の認可の申請

水産業協同組合法（昭和23年
法律第242号）

第63条第１項
、第96条第４
項

令和７年４月１日 水産加工業協同組合の設
立の認可の申請

水産業協同組合法（昭和23年
法律第242号）

第69条第２項
、第96条第５
項

令和７年４月１日 水産加工業協同組合の合
併の認可の申請

水産業協同組合法（昭和23年
法律第242号）

第63条第１項
、第100条第
４項

令和７年４月１日 水産加工業協同組合連合
会の設立の認可の申請
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号 北九州 国　道 495号

前 遠賀郡岡垣町大字内浦264番１先から
遠賀郡岡垣町大字内浦416番１先まで

18.9
～
38.5

703.3

後 遠賀郡岡垣町大字内浦264番１先から
遠賀郡岡垣町大字内浦416番１先まで

19.1
～
38.5

703.3

　福岡県告示第87号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、令和２年９月福

岡県告示第743号筑豊広域都市計画下水道事業鞍手公共下水道の事業計画の変更を認可

したので、同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のように告示

する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　施行者の名称

　　鞍手町

２　都市計画事業の種類及び名称

　　筑豊広域都市計画下水道事業鞍手公共下水道

３　事業施行期間

　　平成８年６月13日から令和12年３月31日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分

　　　変更なし

　⑵　使用の部分

　　　変更なし

　福岡県告示第88号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、令和２年１月31

日福岡県告示第94号福岡広域都市計画道路事業７・５・１−108号中川久保線及び福岡

広域都市計画道路事業３・４・１−73号北コミュニティ線の事業計画の変更を認可した

ので、同条第２項の規定において準用する同法第62条第１項の規定により次のように告

沿岸漁業改善資金助成法（昭
和54年法律第25号） 第７条第１項 令和７年４月１日 沿岸漁業改善資金の貸付

資格の認定申請
遊漁船業の適正化に関する法
律（昭和63年法律第99号） 第４条第１項 令和７年４月１日 遊漁船業者の登録の申請

漁業法（昭和24年法律第267
号）

第47条、第58
条 令和７年４月１日 許可内容変更の許可の申

請
漁業法（昭和24年法律第267
号） 第69条 令和７年４月１日 漁業の免許の申請

漁業法（昭和24年法律第267
号） 第72条第６項 令和７年４月１日 団体漁業権の共有の認可

申請
漁業法（昭和24年法律第267
号） 第76条第１項 令和７年４月１日 漁業権の分割又は変更の

免許の申請
漁業法（昭和24年法律第267
号） 第78条第２項 令和７年４月１日 個別漁業権を目的とする

抵当権設定の認可申請
漁業法（昭和24年法律第267
号）

第79条第１項
ただし書 令和７年４月１日 個別漁業権の移転の認可

申請

漁業法（昭和24年法律第267
号）

第88条第１項
、第88条第５
項

令和７年４月１日 漁業権行使停止中の他の
者への漁業の許可申請

漁業法（昭和24年法律第267
号）

第109条第１
項 令和７年４月１日 沿岸漁場管理団体の指定

申請
漁業登録令（昭和26年政令第
292号） 第10条第１項 令和７年４月１日 免許漁業原簿の謄本等の

交付及び閲覧の請求

　福岡県告示第86号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路 線 名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）
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　県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113

条の３第３項の規定により次のように公告する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県　営　土　地　改　良　事　業　の　名　称 工事を完了した時期

農業用用排水施設整備事業（両筑第２地区） 令和６年３月29日

　公告

　土地収用法（昭和26年法律第219号）第11条第２項の規定に基づき、土地立入りの許

可をしたので、同条第４項の規定により次のように公告する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　起業者の名称

　　九州電力送配電株式会社

２　事業の種類

　　特別高圧送電線220ｋＶ鳥栖三池線総合更新工事（侍島地区）

３　立ち入ろうとする土地の区域

　　みやま市瀬高町大字上庄字水町、大字高柳字下町、字梨ノ木、字江湖及び字宮手、

大字東津留字江湖、字二ノ坪、字宮手、字金付免、字白木中及び字五ノ溝、大字濱田

字野開、字芦原、字柿ノ木、字新橋、字高頭及び字一町田並びに大字河内字熊代及び

字大町地内

　　柳川市三橋町大字五拾町字平町、字西川、字天神浦及び字中浜並びに大字棚町字八

ノ坪、字中土居、字下浜、字水洗、字小浜及び字浜ノ内地内

４　立ち入ろうとする期間

　　令和７年４月１日から令和８年１月31日まで

示する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　施行者の名称

　　大野城市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　福岡広域都市計画道路事業　７・５・１−108号　中川久保線

　　福岡広域都市計画道路事業　３・４・１−73号　北コミュニティ線

３　事業施行期間

　　平成29年10月27日から令和10年３月31日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分　

　　　変更なし

　⑵　使用の部分

　　　なし

　公告

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条の２第１項の規定に基づき、次の公告認

定対象区域内において、一敷地内認定建築物以外の建築物の認定をしたので、同条第６

項の規定により公告する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

認定番号 認定年月日 認定対象区域 縦覧に供する場所

６福整第709号 令和６年６月26日

糟屋郡宇美町とびたけ二丁目
1556−110、1556−111、1556
−112、1556−127、1556−61
8、1556−621

福岡県土整備事務所

６北整第770号−
３ 令和６年８月28日 遠賀郡水巻町おかの台1795−

28、1795−70
北九州県土整備事務
所

公　　　告



7
令

和
７

年
２

月
14

日
　

金
曜

日
第

57
1 

号 件名 機種番号 落札者の氏名 落札者の住所

落札金額（１枚
（カウント）当
たりの単価、税
抜き）

⑴本庁・モノク
ロ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

0.77 円
0.77 円
0.77 円
0.77 円
0.77 円

⑵ 福岡・モノク
ロ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

0.93 円
0.93 円
0.93 円
0.93 円
0.93 円

⑶ 北九州・モノ
クロ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

0.79 円
0.79 円
0.79 円
0.79 円
0.79 円

⑷ 筑豊・モノク
ロ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

0.80 円
0.80 円
0.80 円
0.80 円
0.80 円

⑸ 筑後・モノク
ロ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

0.99 円
0.99 円
0.99 円
0.99 円
0.99 円

⑹ 本庁・カラー
１

F（モノクロ）
F（カラー）

富士フイルムビジ
ネスイノベーショ
ンジャパン株式会
社福岡支社

福岡市博多区博多
駅前一丁目６番16
号

0.88 円
3.04 円

⑺ 本庁・カラー
２

Ｇ（モノクロ）
Ｇ（カラー）

富士フイルムビジ
ネスイノベーショ
ンジャパン株式会
社福岡支社

福岡市博多区博多
駅前一丁目６番16
号

0.52 円
3.01 円

⑻ 本庁・カラー
３

Ｈ（モノクロ）
Ｈ（カラー）

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

0.53 円
2.05 円

⑼ 福岡・カラー
１

F（モノクロ）
F（カラー）

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

1.45 円
4.70 円

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　那珂川市大字山田字アカヱ597番１及び597番９から597番18まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　熊本県熊本市東区小峯三丁目１番18号

　　株式会社南栄開発

　　代表取締役　斉藤　忠

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　落札に係る契約事項の名称

　　複写サービスに係る単価契約（知事・教育）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部総務事務厚生課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　令和６年12月６日（⒀北九州・カラー２は令和６年12月13日、⒅筑後・カラー１は

令和７年１月９日）

４　落札者の氏名及び住所並びに落札金額

　　（⒅筑後・カラー１は契約の相手方の氏名及び住所並びに契約金額）
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５　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札（⒅筑後・カラー１は不調による随意契約）

６　入札公告日

　　令和６年10月25日

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒟に該当

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糸島市志摩芥屋字芥屋172番及びこの区域内の道路である市有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　久留米市安武町安武本3195−２

　　長尾　周平

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　太宰府市都府楼南五丁目890番２、890番４、890番21、890番22及び890番24、都府

楼南四丁目805番９の一部、805番20及び2082番の一部並びに大字通古賀1565番１の一

部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　太宰府市通古賀五丁目13番７号

⑽ 福岡・カラー
２

Ｇ（モノクロ）
Ｇ（カラー）

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

0.63 円
2.66 円

⑾ 福岡・カラー
３

Ｈ（モノクロ）
Ｈ（カラー）

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

0.59 円
2.65 円

⑿ 北九州・カラ
ー１

F（モノクロ）
F（カラー）

富士フイルムビジ
ネスイノベーショ
ンジャパン株式会
社福岡支社

福岡市博多区博多
駅前一丁目６番16
号

1.15 円
5.92 円

⒀ 北九州・カラ
ー２

Ｇ（モノクロ）
Ｇ（カラー）

富士フイルムビジ
ネスイノベーショ
ンジャパン株式会
社福岡支社

福岡市博多区博多
駅前一丁目６番16
号

0.75 円
4.74 円

⒁ 北九州・カラ
ー３

Ｈ（モノクロ）
Ｈ（カラー）

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

0.55 円
2.24 円

⒂ 筑豊・カラー
１

F（モノクロ）
F（カラー）

富士フイルムビジ
ネスイノベーショ
ンジャパン株式会
社福岡支社

福岡市博多区博多
駅前一丁目６番16
号

1.13 円
7.15 円

⒃ 筑豊・カラー
２

Ｇ（モノクロ）
Ｇ（カラー）

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

0.75 円
3.70 円

⒄ 筑豊・カラー
３

Ｈ（モノクロ）
Ｈ（カラー）

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

0.35 円
3.01 円

⒅ 筑後・カラー
１

F（モノクロ）
F（カラー）

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

1.75 円
5.78 円

⒆ 筑後・カラー
２

Ｇ（モノクロ）
Ｇ（カラー）

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

0.40 円
2.62 円

⒇ 筑後・カラー
３

Ｈ（モノクロ）
Ｈ（カラー）

コニカミノルタジ
ャパン株式会社情
報機器営業本部九
州支社

福岡市博多区東比
恵一丁目２番12号

0.40 円
2.86 円
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働省令第２号）の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡

県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を

実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　令和７年２月14日

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県旅館業法施行細則及び福岡県公衆浴場法施行細

則の一部を改正する規則（令和７年福岡県規則第６号）の制定を行ったので、次のとお

り公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/

）に掲載するほか、福岡県保健医療介護部生活衛生課に備え置きます。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　意見を募集しなかった理由

　　今回の規則改正は、下水の水質の検定方法等に関する省令及び下水の処理開始の公

示事項等に関する省令の一部を改正する省令（令和６年国土交通省・環境省令第１号

）の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条

例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかっ

たものです。

２　規則の公布日

　　令和７年２月14日

　公告

　福岡県介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則の一部を改正す

る規則案について、令和６年10月29日から令和６年11月28日までの間、御意見を募集し

ました。

　その結果、提出された御意見はありませんでしたので、原案のとおり令和７年２月14

　　陶山　憲一

　公告

　林業種苗法（昭和45年法律第89号）第13条第１項の規定に基づき、次のように生産事

業者から登録事項の変更の届出があったので、同法第16条第２項の規定により公告する

。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

新旧別 登録
番号

生産事業者 事業所 生産事業
の 内 容

変 更
年月日氏　名 住　所 名　称 所在地

新

福岡県
第525号

吉岡真澄
八女市黒
木町今600
−５

吉岡真澄
八女市黒
木町今600
−５

種穂（採取）
苗木（幼苗の
育成）
苗木（幼苗以
外の苗木の育
成） 令和６年

12月25日

旧 松延真澄
八女市黒
木町本分
977−１

松延真澄
八女市黒
木町本分
977−１

種穂（採取）
苗木（幼苗の
育成）
苗木（幼苗以
外の苗木の育
成）

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで製菓衛生師法施行細則の一部を改正する規則（令和７

年福岡県規則第５号）の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/

）に掲載するほか、福岡県保健医療介護部生活衛生課に備え置きます。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　意見を募集しなかった理由

　　今回の規則改正は、製菓衛生師法施行規則の一部を改正する省令（令和７年厚生労
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掲載するほか、福岡県建築都市部建築指導課に備え置きます。

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規定による告示があったので、

都市計画事業の施行について同法第66条の規定により次のように公告する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　都市計画事業の種類及び名称

　　筑豊広域都市計画道路事業　３・４・36−４号　下老良植木線

２　施行者の名称

　　福岡県

３　事務所の所在地

　　福岡県建築都市部公園街路課　福岡市博多区東公園７番７号

　　福岡県直方県土整備事務所　　直方市日吉町９番10号

４　事業地の所在

　⑴　収用の部分　

　　　福岡県直方市大字下新入地内

　⑵　使用の部分

　　　なし

　福岡県選挙管理委員会告示第６号

　福岡県知事選挙が令和７年３月23日に執行される予定であるため、公職選挙法（昭和

25年法律第100号）第22条第３項の規定に基づく選挙人名簿の登録について、その要領

を次のとおり定めたので、公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第14条第２項の規

定により告示する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

１　登録の基準日　　令和７年３月５日

日に公布しました。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　問合せ先

　　保健医療介護部介護保険課指定係

　　電話：092−643−3322

　　メールアドレス：k−unei@pref.fukuoka.lg.jp

　公告

　福岡県老人福祉法施行細則の一部を改正する規則案について、令和６年10月29日から

令和６年11月28日までの間、御意見を募集しました。

　その結果、提出された御意見はありませんでしたので、原案のとおり令和７年２月14

日に公布しました。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　問合せ先

　　保健医療介護部介護保険課指定係

　　電話：092−643−3322

　　メールアドレス：k−unei@pref.fukuoka.lg.jp

　公告

　福岡県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則案について、次のとおり意見

を募集します。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　意見募集期間

　　令和７年２月14日から令和７年３月17日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に
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　　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　車両等の誘導に関すること。

　　エ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発

生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　ア　車両等の誘導に関すること。

　　イ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発

生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　　ア　受付日

　　　　令和７年４月14日（月）及び同年４月15日（火）

　　イ　受付時間

　　　　午前９時00分から午後４時00分までの間

　⑵　受検申請手続期間

　　　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後４時00分までの間

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　　　　　　　　ただし、選挙人名簿被登録資格者の年齢については、令和７年３

　　　　　　　　　月23日をもって算定するものとする。

２　登 録 日　　令和７年３月５日

福岡県公安委員会告示第36号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　　交通誘導警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

実　施　日 実　施　時　間 実　施　場　所

令和７年５月27日（火） 午前９時00分から
午後６時00分までの間

北九州市門司区小森江三丁目９
番１号
福岡県警察警備員教育センター予備日　令和７年５月28日（水）

　※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　15名

　※　ただし、15名を超える受検申請があった場合は、予備日に追加実施することとす

る。

　　　予備日の受検定員にあっても15名とする。

４　受検資格

　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

５　検定の方法
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　　エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状を持参すること。

８　成績証明書の交付

　　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具、警笛及び動きやすい服装（靴）を必ず持参する

こと。

　⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間、福岡県警察本部生活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、

3174）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、福岡県警察のホームページ

からダウンロードすることができる。

　⑷　福岡県領収証紙の売りさばき所については、福岡県庁のホームページで確認する

ことができる。

福岡県公安委員会告示第37号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　雑踏警備業務１級

　⑵　雑踏警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　雑踏警備業務１級

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　14,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

　　ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず７⑴の事前（電話）

受付期間内に、受付専用電話（080−4059−9319）に電話して事前申込み（１電

話につき１名）を行い、事前受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受

付を行い、受付期間中であっても、定員に達したときは受付を締め切ることとす

る。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、７⑵のとおり、事前

申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後４時00分までの間に、

７⑶のとおり、住所地又は営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申

告するとともに、７⑷に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検

票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

　　ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、７⑵の受検申請手続期間（２日間）

内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無効と

する。
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わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　雑踏警備業務１級

　　ア　学科試験

　　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　雑踏の整理に関すること。

　　　エ　雑踏警備業務の管理に関すること。

　　　オ　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　雑踏の整理に関すること。　

　　　イ　雑踏警備業務の管理に関すること。

　　　ウ　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　⑵　雑踏警備業務２級

　　ア　学科試験

　　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　雑踏の整理に関すること。

　　　エ　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　雑踏の整理に関すること。　

　　　イ　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　　ア　受付日

実　施　日 実　施　時　間 実　施　場　所

令和７年６月３日（火） 午前９時00分から
午後６時00分までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
福岡県警察警備員教育センター

　⑵　雑踏警備業務２級

実　施　日 実　施　時　間 実　施　場　所

令和７年６月４日（水） 午前９時00分から
午後６時00分までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
福岡県警察警備員教育センター

　※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　雑踏警備業務１級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

　　ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

　　イ　都道府県公安委員会がアに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認め

る者

　⑵　雑踏警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

５　検定の方法

　　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行
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　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

場合についても返還しない。

　⑹　申請方法　　

　　ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず７⑴の事前（電話）

受付期間内に、受付専用電話（080−4059−9319）に電話して事前申込み（１電

話につき１名）を行い、事前受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受

付を行い、受付期間中であっても、定員に達したときは受付を締め切ることとす

る。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、７⑵のとおり、事前

申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後４時00分までの間に、

７⑶のとおり、住所地又は営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申

告するとともに、７⑷に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検

票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

　　ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、７⑵の受検申請手続期間（２日間）

内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無効と

する。

　　エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状を持参すること。

８　成績証明書の交付

　　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

　⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間、福岡県警察本部生活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、

　　　　令和７年４月14日（月）及び同年４月15日（火）

　　イ　受付時間

　　　　午前９時00分から午後４時00分までの間

　⑵　受検申請手続期間

　　　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後４時00分までの間

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

　　　ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

　　　　ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

　　　　ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　13,000円
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３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

　　ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

　　イ　都道府県公安委員会がアに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認め

る者

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

５　検定の方法

　　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　　ア　学科試験

　　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ　核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。

　　　カ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　　イ　実技試験

3174）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、福岡県警察のホームページ

からダウンロードすることができる。

　⑷　福岡県領収証紙の売りさばき所については、福岡県庁のホームページで確認する

ことができる。

福岡県公安委員会告示第38号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　令和７年２月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

実　施　日 実　施　時　間 実　施　場　所

令和７年６月26日（木） 午前９時00分から
午後６時00分までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
福岡県警察警備員教育センター

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

実　施　日 実　施　時　間 実　施　場　所

令和７年６月27日（金） 午前９時00分から
午後６時00分までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
福岡県警察警備員教育センター

　※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。
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　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

　　　ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

　　　　ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

　　　　ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　16,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

　　ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず７⑴の事前（電話）

受付期間内に、受付専用電話（080−4059−9319）に電話して事前申込み（１電

話につき１名）を行い、事前受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受

付を行い、受付期間中であっても、定員に達したときは受付を締め切ることとす

る。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ　核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

　　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　　ア　受付日

　　　　令和７年４月14日（月）及び同年４月15日（火）

　　イ　受付時間

　　　　午前９時00分から午後４時00分までの間

　⑵　受検申請手続期間

　　　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後４時00分までの間

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

　　ア　必須書類
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　福岡県職員採用（Ⅱ類・Ⅲ類・民間企業等職務経験者）試験を別表のとおり施行する

。

　　令和７年１月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県人事委員会委員長　　馬　場　貞　仁　　

　　イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、７⑵のとおり、事前

申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後４時00分までの間に、

７⑶のとおり、住所地又は営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申

告するとともに、７⑷に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検

票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

　　ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、７⑵の受検申請手続期間（２日間）

内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無効と

する。

　　エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状を持参すること。

８　成績証明書の交付

　　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

　⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間、福岡県警察本部生活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、

3174）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、福岡県警察のホームページ

からダウンロードすることができる。

　⑷　福岡県領収証紙の売りさばき所については、福岡県庁のホームページで確認する

ことができる。

　福岡県公告式条例（昭和25年福岡県条例第46号）第５条第１項において準用する同条

例第２条第２項ただし書の規定により掲示したものを、ここに再掲する。

　公告
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回 合格者発表

数 発表の方法

第
７ ８ 第 9

１ 月 月 月
28 12 中

土　　木 次 日 日 次 旬
建　　築 !

機　　械
電　　気
農　　業

第 農業土木
林　　業
畜　　産
水　　産 ・

201

・

回 ・保健福祉事務所（糸島）

・

第
最 11

２ 月 ・農業大学校

上
次 終 旬

第 第 10

第 行　　政 月

教育行政 上

次 次 旬

第 最 12

月

回 中

次 終 旬

日

202
　昭和39年４月２日以降に生まれた者で、令和７年６月末日

現在民間企業等におけるＩＣＴなどのデジタル技術を活用し

た事業の企画・立案又は情報システムの開発・管理等の職務

経験を５年以上有する者
 人物試験

 資格調査

11

行政（ＤＸ） ２ 月 福岡市

中

畜産

  昭和39年４月２日以降に生まれた者で、令和７年

６月末日現在民間企業等における畜産関係の職務経

験を５年以上有する者 ⑦県内高等学校

水産

  昭和39年４月２日以降に生まれた者で、令和７年

６月末日現在民間企業等における水産関係の職務経

験を５年以上有する者

※①についてはⅡ類及びⅢ類

の場合、郵送による申込用紙

の請求ができる。

※⑦についてはⅡ類及び民間

企業等職務経験者採用試験を

除く。

  昭和39年４月２日以降に生まれた者で、令和７年６月末日

現在民間企業等における職務経験を５年以上有する者

 基礎能力試験

 論文試験

インターネット

により、令和７年

６月27日から令和

７年７月18日まで

８

１
月 福岡市

東京都
１

24

　Ⅲ類行政、教育行

政及び警察行政につ

いては、点字による

試験（試験地は福岡

市に限る｡)及び拡大

文字による試験を実

施する。

①福岡県人事委員会事務局

機械

 昭和39年４月２日以降に生まれた者で、令和７年

６月末日現在民間企業等における機械関係の職務経

験を５年以上有する者 ⑥県内の県の出先機関

県税事務所（博多、北九州

東、北九州西、田川、飯

塚・直方、久留米）電気

　昭和39年４月２日以降に生まれた者で、令和７年

６月末日現在民間企業等における電気関係の職務経

験を５年以上有する者

 人物試験

 資格調査

農業

  昭和39年４月２日以降に生まれた者で、令和７年

６月末日現在民間企業等における農業関係の職務経

験を５年以上有する者

保健福祉環境事務所（宗

像・遠賀、南筑後）

農業土木

 昭和39年４月２日以降に生まれた者で、令和７年

６月末日現在民間企業等における農業土木関係の職

務経験を５年以上有する者

農林事務所（福岡、朝倉､

八幡､筑後､行橋）
10

林業

 昭和39年４月２日以降に生まれた者で、令和７年

６月末日現在民間企業等における林業関係の職務経

験を５年以上有する者

月
福岡市

中
旬 ・県土整備事務所（福岡、南

　筑後、直方、京築、八女、
　那珂）

　福岡県人事委員会

事務局

　この試験の問い合

わせは、福岡県人事

委員会事務局に行う

こと。

　試験の詳細につい

ては、別に試験案内

を交付する。

②福岡県庁１階 総合案内、

県民情報センター

民

間

企

業

等

職

務

経

験

者

土木

  昭和39年４月２日以降に生まれた者で、令和７年

６月末日現在民間企業等における土木関係の職務経

験を５年以上有する者

 基礎能力試験

　合格者の受験番号

を、福岡県人事委員

会事務局前廊下に掲

示するとともに福岡

県ホームページにも

掲載する。

　最終合格者には書

面で通知する。

建築

 昭和39年４月２日以降に生まれた者で、次のア～

ウのいずれかに該当する者

ア．一級建築士の資格を有する者

イ．令和７年６月末日現在民間企業等における建築

関係の職務経験を５年以上有する者で、二級建築士

の資格を有する者

ウ．令和７年６月末日現在民間企業等における建築

関係の職務経験を５年以上有する者で、大学、高等

専門学校又は専修学校等において建築学に関する学

科を卒業した者

③アクロス福岡２階 文化観

光情報ひろば

所定の試験地
１

④福岡市役所１階 福岡市情

報プラザ

⑤東京、大阪の各福岡県事務

所

インターネットに

より、令和７年６月

20日から令和７年７

月11日まで

受付期間 試験の特例等
試験案内等

試験の申込先 そ の 他
類 発表日 の配布場所

種
試験区分 受  験  資  格 試験日 試験種目 試験地
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令

和
７

年
２

月
14

日
　

金
曜

日
第

57
1 

号 第 第 10

月

上

次 次 旬

第 最 11

第 10 10 月

月 月 上

次 中 下 終 旬

旬 旬

!

203 第 第 10

月

上

次 次 旬

回

第 最 11

10 10 月

月 月 上

次 中 下 終 旬

旬 旬

!

（注１）地方公務員法第16条に該当する者及び日本国籍を有しない者は、上表の採用試験を受けることができない。

（注２）上表中、「大学」、「高等専門学校」及び「専修学校」とは学校教育法に規定する大学（Ⅲ類は短期大学を除く。）、高等専門学校、専修学校その他人事委員会が認めるものをいう。

（注３）民間企業等職務経験者採用試験の「民間企業等における職務経験」とは、会社員、公務員、自営業者として６ヶ月以上継続して就業すること（１週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。）その他人事委員会が認めるものをいう。

なお、令和７年６月末現在、福岡県職員（会計年度任用職員、任期付職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。）である者はこの試験を受験することができない。

類
２

 人物試験

 資格調査

福岡市

Ⅱ 28

日

１
月

Ⅲ 28

日

行　　政

教育行政

警察行政

土　　木

農業土木

林　　業

　平成14年４月２日から平成20年４月１日までに生まれた者

（ただし、大学における在学期間が２年を超える者を除く｡）
土木、農業土木及

び林業は

 教養試験

 専門試験

上記以外は

 教養試験

１
９ 福岡市

久留米市

直方市

北九州市

 作文試験

  平成12年４月２日から平成18年４月１日までに生まれた者

 教養試験

 専門試験
１

９
１

農　　業  論文試験

類
２

 人物試験

 資格調査

福岡市

月
福岡市

　インターネット、

持参又は郵送により

、令和７年７月25日

から令和７年８月15

日まで

　なお、郵送による

申込みは令和７年８

月15日までの消印の

あるものに限る。



20
令

和
７

年
２

月
14

日
　

金
曜

日
第

57
1 

号 　福岡県公告式条例（昭和25年福岡県条例第46号）第５条第１項において準用する同条

例第２条第２項ただし書の規定により掲示したものを、ここに再掲する。

　公告

　福岡県職員採用選考試験（前期）を別表のとおり実施する。

　　令和７年１月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県人事委員会委員長　　馬　場　貞　仁　　
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令

和
７

年
２

月
14

日
　

金
曜

日
第

57
1 

号

令令和和７７年年度度福福岡岡県県職職員員採採用用選選考考試試験験（（前前期期））

発表の方法

　看護師業務 こども療育セ

ンター新光園

（医療型障害

児入所施

設）、児童相

談所

　看護師若しく

は准看護師免許

を有する者又は

令和８年５月ま

でに免許を取得

する見込みの者

　平成２年４月２日

以降に生まれた者

　日本国籍を有する

者、又は日本国籍を

有しない者であって

も、現に日本に永住

している者

機械Ｂ

家具・インテリア等

の木質製品を対象とし

た、３次元ＣＡＤ／Ｃ

ＡＭ／ＣＡＥによる設

計・解析・造形及び製

品強度評価に関する研

究、試験、技術指導、

人材育成

工業技術セン

ター

（インテリア

研究所）

機械システム
、設計システム
、デザイン工学
、情報工学、材
料工学等に関す
る学科

化学Ｂ

セラミックス製品の

設計、製造（原料、成

形、焼結、加工、検

査）及び材料評価に関

する研究、試験、技術

指導、人材育成

工業技術セン

ター

(化学繊維研究

所)

セラミックス

材料を対象とし

た無機材料化

学、応用化学に

関する学科

化学Ｂ

素形材・機械・電子

部品等への表面処理、

腐食防食に関する研

究、試験、技術指導、

人材育成

工業技術セン

ター

（機械電子研

究所）

金属工学、電

気化学に関する

学科

　心理判定、心理療法

及び相談・指導等の業

務

児童相談所等 　大学において

、心理学を専修

する学科又はこ

れに相当する課

程を修めて卒業

した者若しくは

令和８年３月ま

でに卒業見込み

の者又はこれと

同等以上の能力

を有する者

①平成８年４月２日

から平成16年４月１

日までに生まれた者

②平成16年４月２日

以降に生まれた者で

あって、大学におい

て左に掲げる学科等

を修めて卒業した者

又は令和８年３月ま

でに卒業見込みの者

　日本国籍を有する

者

　児童自立支援施設に

おける児童自立支援専

門員の業務

福岡学園等 　福岡県児童福

祉施設の設備及

び運営の基準に

関する条例第78

条に規定する児

童自立支援専門

員の資格を有す

る者又は令和８

年５月までに資

格を取得する見

込みの者

　平成２年４月２日

以降に生まれた者

　日本国籍を有する

者、又は日本国籍を

有しない者であって

も、現に日本に永住

している者

　保健師業務 保健福祉環境

事務所等

　保健師免許を

有する者又は令

和８年５月まで

に免許を取得す

る見込みの者

　昭和61年４月２日

以降に生まれた者

　日本国籍を有する

者、又は日本国籍を

有しない者であって

も、現に日本に永住

している者

そ の 他
発表日

職種・区分 職　務　内　容
採 　用 　時

勤務予定場所
受  験  資  格 試験日 選考種目 試験地

合格者発表
受付期間

試験案内等

の配布場所
試験の申込先

看護師

研

究

職

員

　大学院（修士

課程又は博士課

程前期）におい

て、左に掲げる

学科等を修めて

修了した者若し

くは令和８年３

月までに修了見

込みの者又はこ

れと同等以上の

能力を有する者

①平成２年４月２日

から平成14年４月１

日までに生まれた者

②平成14年４月２日

以降に生まれた者で

あって、大学院（修

士課程又は博士課程

前期）において、左

に掲げる学科等を修

めて修了した者又は

令和８年３月までに

修了見込みの者

　日本国籍を有する

者、又は日本国籍を

有しない者であって

も、現に日本に永住

している者

　平成８年４月２日

以降に生まれた者

　日本国籍を有する

者、又は日本国籍を

有しない者であって

も、現に日本に永住

している者

心理判定員

 児童自立支援

 専門員

保健師

保育士

　児童福祉施設等にお

ける保育士の業務

児童相談所、

福岡学園、こ

ども療育セン

ター新光園

　保育士の資格

を有する者又は

令和８年３月ま

でに資格を取得

する見込みの者

６

月

15

日

第

１

次

看護師及び保

育士は

　教養試験

　専門試験

心理判定員は

基礎能力試験

　専門試験

上記以外は

　専門試験

　論文試験

第

２

次

７

月

下

旬

!

８

月

上

旬

看護師及び保

育士は

　作文試験

　人物試験

　資格調査

心理判定員は

　論文試験

　人物試験

　資格調査

上記以外は

　人物試験

　資格調査

　福岡県人事

委員会事務局

　この試験の

問合せは、福

岡県人事委員

会事務局に行

うこと。

　試験の詳細

については、

別に試験案内

を交付する。

福岡市

最

終

８

月

下

旬

　合格者の受

験番号を、福

岡県人事委員

会事務局前廊

下に掲示する

とともに福岡

県ホームペー

ジにも掲載す

る。

　最終合格者

には書面で通

知する。

第

１

次

６

月

下

旬

インターネットに

より、令和７年４月

25日から令和７年５

月16日まで

①福岡県人事委員会事

務局

②福岡県庁１階総合案

内、県民情報センター

③アクロス福岡２階 文

化観光情報ひろば

④福岡市役所１階 福岡

市情報プラザ

⑤東京、大阪の各福岡

県事務所

⑥県内の県の出先機関

・県税事務所（博多

、北九州東、北九

州西、田川、飯塚・

直方、久留米）

・保健福祉環境事務

所（宗像・遠賀、

南筑後）

・保健福祉事務所（

糸島）

・農林事務所（福岡

、朝倉、八幡、筑

後、行橋）

・県土整備事務所（

福岡、南筑後、直

方、京築、八女、

那珂）

福岡市

東京都
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２

月
14

日
　

金
曜

日
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57
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号

　獣医師業務 保健福祉環境

事務所、食肉

衛生検査所、

家畜保健衛生

所等

　獣医師免許を

有する者又は令

和８年５月まで

に免許を取得す

る見込みの者

①昭和39年４月２日

から平成14年４月１

日までに生まれた者

②平成14年４月２日

以降に生まれた者で

あって、学校教育法

に基づく大学（短期

大学を除く。）を卒

業した者又は令和８

年３月までに卒業見

込みの者

　日本国籍を有する

者

論文試験

人物試験

資格調査

福岡市

東京都

北海道

インターネットに

より、令和７年４月

９日から令和７年５

月１日まで

（注１）この試験を受験できない者

・地方公務員法第１６条に該当する者

（注２）上表中、「大学」、「大学院」とは学校教育法に規定する大学、大学院その他人事委員会が認めるものをいう。

獣医師

５

月

18

日

　福岡県人事

委員会事務局

　この試験の

問合せは、福

岡県人事委員

会事務局に行

うこと。

　試験の詳細

については、

別に試験案内

を交付する。

６

月

下

旬

合格者の受

験番号を、福

岡県人事委員

会事務局前廊

下に掲示する

とともに福岡

県ホームペー

ジにも掲載す

る。

最終合格者

には書面で通

知する。

①福岡県人事委員会事

務局

②福岡県庁１階総合案

内、県民情報センター

③アクロス福岡２階 文

化観光情報ひろば

④福岡市役所１階 福岡

市情報プラザ

⑤東京、大阪の各福岡

県事務所

⑥県内の県の出先機関

・県税事務所（博多

　、北九州東、北九

州西、田川、飯塚・

直方、久留米）

・保健福祉環境事務

　所（宗像・遠賀、

南筑後）

・保健福祉事務所（

糸島）

・農林事務所（福岡

　、朝倉、八幡、筑

後、行橋）

・県土整備事務所（

　福岡、南筑後、直

　方、京築、八女、

那珂）
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令

和
７

年
２

月
14

日
　

金
曜

日
第

57
1 

号 　福岡県公告式条例（昭和25年福岡県条例第46号）第５条第１項において準用する同条

例第２条第２項ただし書の規定により掲示したものを、ここに再掲する。

　公告

　福岡県職員（労務職員）採用選考試験を別表のとおり実施する。

　　令和７年１月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県人事委員会委員長　　馬　場　貞　仁　　
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令

和
７

年
２

月
14

日
　

金
曜

日
第

57
1 

号
令令和和７７年年度度福福岡岡県県職職員員（（労労務務職職員員））採採用用選選考考試試験験

発表の方法

農業技術員

（農産園芸）

　ほ場及び作業場における試

験研究に関わる各種農作物の

栽培管理及び保存、調査補助

（簡易なデータ入力、機器計

測を含む。）

　作業用機械器具の簡単な点

検整備並びに農業用機械器具

の整備、改造、部品の製作、

組立て及び運転

農林業総合試験

場及び同分場

農林業総合試験

場資源活用研究

センター

林業技術員

　ほ場及び試験林における試

験研究に関わる山林苗木等の

育苗、試験林等の保育、間除

伐の作業

　菌類の生産及び加工等の作

業、試験研究の補助（簡易な

データ入力、機器計測を含

む。）

　生産加工施設及び作業用機

械器具の簡単な点検整備

農林業総合試験

場資源活用研究

センター

　道路における日常巡視、夜

間巡視、工事箇所巡視等

　道路維持管理上必要な維持

補修及び結果報告、不法投棄

物及び交通に支障がある場合

の不法看板等の撤去

　道路維持補修業務に用いる

庁用自動車の運転、作動点検

等

　河川、海岸保全区域、砂防

指定地等（以下「河川等」と

いう。）の保全上必要な措

置、河川等の境界杭の確認

　法に基づく河川等の占用、

産出物の採取、工作物の新

築、改築、除却及び土地の掘

削の行為に係る条件の遵守、

不法な行為の状況に係る巡視

及び記録

　河川巡視業務に用いる庁用

自動車の運転、作動点検等

　児童等の移送に係る自動車

の運転、専用車の運行

　運転開始前の灯火装置、制

御装置の作動点検等

本庁、児童相談

所等

　５ｔ未満の船舶の運転

　海上及び陸上における調査

及び研究に必要な労務作業

水産海洋技術セ

ンター及び同研

究所

　５ｔ未満の船舶の運転

　ダム及び用排水施設におけ

るポンプの運転及び巡視並び

に保守作業等

県土整備事務所

ダム管理出張所

（注）この試験を受験できない者

・地方公務員法第１６条に該当する者

　インターネット、

持参又は郵送により

、令和７年７月25日

から令和７年８月15

日まで

　なお、郵送による

申込みは令和７年８

月15日までの消印の

あるものに限る。

 福岡県人事

委員会事務局

 この試験の問

合せは、福岡県

人事委員会事務

局に行うこと。

　試験の詳細に

ついては、別に

試験案内を交付

する。

　合格者の受

験番号を、福

岡県人事委員

会事務局前廊

下に掲示する

とともに福岡

県ホームペー

ジにも掲載す

る。

　最終合格者

には書面で通

知する。

①福岡県人事委員会事

務局

②福岡県庁１階総合案

内、県民情報センター

③アクロス福岡２階 文

化観光情報ひろば

④福岡市役所１階 福岡

市情報プラザ

⑤東京、大阪の各福岡

県事務所

⑥県内の県の出先機関

・県税事務所（博多、

北九州東、北九州

西、田川、飯塚・直

方、久留米）

・保健福祉環境事務所

（宗像・遠賀、南筑

後）

・保健福祉事務所（糸

島）

・農林事務所（福岡、

朝倉、八幡、筑後、

行橋）

・県土整備事務所（福

岡、南筑後、直方、

京築、八女、那珂）

⑦各大学、短大等の就

職担当窓口

※①については郵送に

よる申込用紙の請求

ができる。

　教養試験

　作文試験

　人物試験

　資格調査

最

終

12

月

上

旬

福岡市

第

１

次

10

月

下

旬

労

務

職

員

　日本国籍を有する

者、又は日本国籍を

有しない者であって

も、現に日本に永住

している者

第

１

次

９

月

28

日

　昭和51年４月２日

以降に生まれた者

　普通自動車第一種

運転免許（オートマ

チック車限定免許を

含む）を有する者又

は令和８年４月まで

に免許を取得する見

込みの者

水産・ダム管理

技術員

　２級小型船舶操縦

士免許を有する者又

は令和８年４月まで

に免許を取得する見

込みの者

農業技術員

（畜産）

　試験研究に関わる家畜及び

家きんの飼育管理及び自給飼

料の栽培調製、調査補助（簡

易なデータ入力、機器計測を

含む。）

　作業用機械器具の簡単な点

検整備並びに農業用機械器具

の整備、改造、部品の製作、

組立て及び運転

農林業総合試験

場

第

２

次

11

月

中

旬道路河川技術員

県土整備事務所

そ の 他
発表日

職種・区分 職　務　内　容
採 　用 　時

勤務予定場所
受　験　資　格 試験日 選考種目 試験地

合格者発表
受付期間

試験案内等

の配布場所
試験の申込先




